令和７年度　社会福祉法人　清水旭山学園
事　業　計　画　書
第１．基本方針
本法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとします。また総合的に事業を展開するため以下の事業計画を作成し実現に努めることとします。
第２．事業計画
（１）法人運営
　　　　利用者処遇面において、各事業所は利用者の重度化高齢化に対応できる職員の育成のため、各種研修等へ積極的に参加し一人一人の専門性の向上を図る事が重要と捉えます。法人として取り組んできたサーマルリサイクル事業を更に発展させるべく、せせらぎ荘において廃プラボイラー設備の導入、御影農志塾廃プラ工場の断熱工事を行います。建物・設備の老朽化に対応するため大規模修繕・設備更新を進めます。生産活動の長期的安定を図るため、特に蕎麦を中心とした部門において、授産製品販売所の十割そば農志塾を柱とした、冷凍蕎麦の販路等の開拓は重要であり総合企画室を中心に行っていきます。
（２）施設整備、設備更新等計画
　令和７年度に実施する主な施設整備、設備更新等は、せせらぎ荘廃プラボイラー設備の導入について、現在せせらぎ荘は暖房燃料として重油を使用しており、これを御影農志塾廃プラ工場で生産される廃プラスチック燃料を使用する事により、せせらぎ荘の暖房費削減と御影農志塾の生産活動収益の向上が図られます。更に御影農志塾については廃プラ工場の断熱工事を行い通年稼働出来るようにし収益増加が見込まれます。又生産活動のための農地等取得などは状況にあわせ検討します。大規模修繕設備更新事業としてせせらぎハウス建物の改修工事を行います。更に旭山農志塾食品残渣物発酵装置については農林水産省の農山漁村振興交付金を活用した地域資源活用価値創出推進事業申請を行い事業実施を計画しています。年式が古く走行距離の多いデイサービスセンター送迎用車両（共同募金会助成金申請中）、旭山農志塾生産活動用トラック（中央競馬馬主社会福祉財団申請予定）の更新を行います。

1 せせらぎ荘廃プラボイラー設備導入事業
せせらぎ荘廃プラボイラー設備　　　　　　　　　２３，３２０，０００円
せせらぎ荘廃プラボイラー収納庫　　　　　　　　２８，７００，０００円
2 [bookmark: _Hlk128749847]建物及び設備の修繕及び更新事業
　　　　せせらぎハウス改修工事　　　　　　　　　　　　１３，２００，０００円
　　　　廃プラ工場断熱工事　　　　　　　　　　　　　　　４，５００，０００円
　　　　旭山農志塾食品残渣物発酵装置　　　　　　　　　２４，４００，０００円
　　　　（農山漁村振興交付金申請中）
3 送迎用車両等更新事業
　デイサービスセンター送迎用車両　　　　　　　　　４，８００，０００円
（共同募金会助成申請中）
旭山農志塾生産活動用トラック　　　　　　　　　　９，０００，０００円
（中央競馬馬主社会福祉財団助成申請予定）


（３）人材確保
　　　　福祉・介護の分野における人材不足は深刻ですが、職員の資格取得に係る経費助成の充実、妊娠・出産・復職・子育てにおける相談支援に対応するため、各居住型施設に子育て相談アドバイザー相談窓口の継続及び充実を図るなど、働きやすい職場環境づくりに引き続き法人全体で取り組みます。
（４）災害等対策
　　　　清水旭山学園、あさひ荘、せせらぎ荘の３居住型施設は、非常用発電機を設置しており３施設を中心に各施設が災害に備えると共に、食料等の非常用物品は清水旭山学園を中心に備蓄し、災害発生時の連絡体制及び施設間の協力体制を確立します。災害時対応時だけでなく感染判明時の対策対応も含め、法人本部が各施設の状況を集約し、迅速に対応できる業務継続体制を構築します。
（５）情報の開示と地域貢献
　　　　社会福祉法人は、その設立の目的からも常に社会的ニーズに柔軟に対応し、負託に応えるべく内容を具備しなければなりません。法人制度改革に伴い財務諸表、現況報告書などの情報開示の他に、新たに公開すべき事項の追加等に対応していきます。地域貢献については、町内でスポーツ（アイスホッケー等）合宿を行う団体や文化交流を行う為の多目的地域生活支援施設の活用、社会福祉法人等軽減制度、小中学生への認知症サポーター講習、グループホーム等から地域生活へ移行した方々への地域生活者支援、地域住民を対象とした講演会の開催、消防団活動への職員の参加推進などを実施予定とし、その他に当法人の生産活動等にて関わっている循環型社会の構築への取り組みは、その活動そのものが大切な社会貢献であり今後も継続していきます。
（６）役員研修
　　　　役員は、法人及び各施設の将来的方向、展望を見定め、利用者の福祉の向上を図ることが最も大切な責務です。役員自身が発案する研修等を積極的に企画し研修機会を確保するように努めます。
（７）関係機関団体との連携強化
　　　　道保健福祉部、振興局、ハローワーク、地元自治体等行政機関及び父兄会、地域各種団体、日本財団、北海道共同募金会、財団法人ＪＫＡ、中央競馬馬主協会札幌馬主協会等各種民間団体との連携、協力体制の強化を図ります。
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